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                                     関係資料２ 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（抜粋） 

 

（目的） 

第一条 この法律は、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人

番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって

異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することが

できるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行

政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、こ

れにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、こ

れらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、

手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにす

るために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行わ

れるよう個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十七号）の特例を定めることを目的と

する。 

（定義） 

第二条 この法律において「行政機関」とは、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」

という。）第二条第八項に規定する行政機関をいう。 

２ この法律において「独立行政法人等」とは、個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法

人等をいう。 

３ この法律において「個人情報」とは、個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報をいう。 

４ この法律において「個人情報ファイル」とは、個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情

報ファイルであって行政機関等（個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等をいう。以

下この項及び第五章第二節において同じ。）が保有するもの又は個人情報保護法第十六条第一項に

規定する個人情報データベース等であって行政機関等以外の者が保有するものをいう。 

５ この法律において「個人番号」とは、第七条第一項又は第二項の規定により、住民票コード（住

民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以

下同じ。）を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識

別するために指定されるものをいう。 

６ この法律において「本人」とは、個人番号によって識別される特定の個人をいう。 

７ この法律において「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の

申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、

かつ、これらの事項その他主務省令で定める事項（以下「カード記録事項」という。）が電磁的方

法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十八

条において同じ。）により記録されたカードであって、この法律又はこの法律に基づく命令で定め

るところによりカード記録事項を閲覧し、又は改変する権限を有する者以外の者による閲覧又は改

変を防止するために必要なものとして主務省令で定める措置が講じられたものをいう。 

一 氏名 

二 住所（国外転出者（住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者をいう。以下同じ。）

にあっては、国外転出者である旨及びその国外転出届（同号に規定する国外転出届をいう。第十

七条第六項において同じ。）に記載された転出の予定年月日） 

三 生年月日 

四 性別 

五 個人番号 

六 その他政令で定める事項 

８ この法律において「カード代替電磁的記録」とは、前項第一号から第五号までに掲げる事項及び

本人の写真（本人の写真が表示されていない個人番号カードの交付を受けている者に係るものにあ

っては、当該事項。第十八条の二第二項において「カード代替記録事項」という。）に係る電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項並びに同条第一
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項及び第二項において同じ。）並びに当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当

該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項として主務省令で定める事項に係る電

磁的記録について地方公共団体情報システム機構（以下「機構」という。）が電子署名（電子署名

及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二条第一項に規定する電子署名であって、

主務省令で定める基準に適合するものをいう。第十八条の二第二項及び第三項において同じ。）を

行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいう。 

９ この法律において「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わっ

て用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。第七条第一項及

び第二項、第八条並びに第四十八条並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項を除き、以

下同じ。）をその内容に含む個人情報をいう。 

１０ この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイ

ルをいう。 

１１ この法律において「個人番号利用事務」とは、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その

他の行政事務を処理する者が第九条第一項から第三項までの規定によりその保有する特定個人情報

ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用し

て処理する事務をいう。 

１２ この法律において「個人番号関係事務」とは、第九条第四項の規定により個人番号利用事務に

関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。 

１３ この法律において「個人番号利用事務実施者」とは、個人番号利用事務を処理する者及び個人

番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 

１４ この法律において「個人番号関係事務実施者」とは、個人番号関係事務を処理する者及び個人

番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。 

１５ この法律において「情報提供ネットワークシステム」とは、行政機関の長等（行政機関の長、

地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成十五年法律

第百十八号）第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）及び機構並びに第十

九条第八号に規定する情報照会者及び情報提供者並びに同条第九号に規定する条例事務関係情報照

会者及び条例事務関係情報提供者をいう。第七章を除き、以下同じ。）の使用に係る電子計算機を

相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織であって、暗号その他その内容を容易に復元する

ことができない通信の方法を用いて行われる第十九条第八号又は第九号の規定による利用特定個人

情報の提供を管理するために、第二十一条第一項の規定に基づき内閣総理大臣が設置し、及び管理

するものをいう。 

１６ この法律において「法人番号」とは、第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人

その他の団体を識別するための番号として指定されるものをいう。 

（特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針） 

第二十七条 委員会は、特定個人情報の適正な取扱いを確保するため、特定個人情報ファイルを保有

しようとする者が、特定個人情報保護評価（特定個人情報の漏えいその他の事態の発生の危険性及

び影響に関する評価をいう。）を自ら実施し、これらの事態の発生を抑止することその他特定個人

情報を適切に管理するために講ずべき措置を定めた指針（次項及び次条第三項において単に「指針」

という。）を作成し、公表するものとする。 

２ 委員会は、個人情報の保護に関する技術の進歩及び国際的動向を踏まえ、少なくとも三年ごとに

指針について再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。 

（特定個人情報保護評価） 

第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル（専ら当該行政機関の長等の職員又は職員で

あった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則

で定めるものを除く。以下この条において同じ。）を保有しようとするときは、当該特定個人情報

ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価

した結果を記載した書面（以下この条において「評価書」という。）を公示し、広く国民の意見を

求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な

変更を加えようとするときも、同様とする。 

一 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数 
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二 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量 

三 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況 

四 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要 

五 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理

等の方式 

六 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置 

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

２ 前項前段の場合において、行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

同項前段の規定により得られた意見を十分考慮した上で評価書に必要な見直しを行った後に、当該

評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて委員会の承認を受けるものとする。当

該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとする

ときも、同様とする。 

３ 委員会は、評価書の内容、第三十五条第一項の規定により得た情報その他の情報から判断して、

当該評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いが指針に適合していると認められる場合で

なければ、前項の承認をしてはならない。 

４ 行政機関の長等は、第二項の規定により評価書について承認を受けたときは、速やかに当該評価

書を公表するものとする。 

５ 前項の規定により評価書が公表されたときは、個人情報保護法第七十四条第一項の規定による通

知があったものとみなす。 

６ 行政機関の長等は、評価書の公表を行っていない特定個人情報ファイルに記録された情報を第十

九条第八号若しくは第九号の規定により提供し、又は当該特定個人情報ファイルに記録されること

となる情報の提供をこれらの規定により求めてはならない。 

 

○特定個人情報保護評価に関する規則 （抜粋） 

平成二十六年四月十八日号外特定個人情報保護委員会規則第一号 

（特定個人情報保護評価の実施） 

第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下「法」とい

う。）第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評価（以下単に「特定個人情報保護評価」と

いう。）は、法第二十八条の規定及びこの規則の規定並びに法第二十七条第一項の規定に基づき個

人情報保護委員会が定める指針（以下単に「指針」という。）に基づいて実施するものとする。 

（定義） 

第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲

げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 基礎項目評価書 法第二条第十五項に規定する行政機関の長等（以下単に「行政機関の長等」

という。）が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号から第四号までに掲げる

事項及び特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための主な措置の実施状況

を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。 

二 重点項目評価書 行政機関の長等が、指針で定めるところにより、法第二十八条第一項第一号

から第六号までに掲げる事項及び特定個人情報ファイルの取扱いにより個人の権利利益を害する

可能性のある要因の概要を評価した結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。 

三 地方公共団体等 行政機関の長等のうち、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人をいう。 

（地方公共団体等による評価） 

第七条 地方公共団体等は、特定個人情報ファイル（第四条第一号から第九号までのいずれかに該当

するものを除く。）を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、法第

二十八条第一項に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする。当該

特定個人情報ファイルについて、第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様と

する。 

２ 第十四条第三項の規定により準用する同条第二項の規定により地方公共団体等が公表した基礎項

目評価書に係る特定個人情報ファイルが、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第一項第一号若しく

は第二号のいずれにも該当しないとき（当該特定個人情報ファイルが、第十四条第三項の規定によ
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り準用する同条第一項の規定による修正前においては、第四条第八号イ若しくはロ又は前条第一項

第一号若しくは第二号に該当していた場合に限る。）は、地方公共団体等は、法第二十八条第一項

に規定する評価書を公示し、広く住民その他の者の意見を求めるものとする。 

３ 前二項の規定による評価書の公示については、第十条第一項及び第二項の規定を準用する。 

４ 第一項前段及び第二項の場合において、地方公共団体等は、これらの規定により得られた意見を

十分考慮した上で当該評価書に必要な見直しを行った後に、当該評価書に記載された特定個人情報

ファイルの取扱いについて、個人情報の保護に関する学識経験のある者を含む者で構成される合議

制の機関、当該地方公共団体等の職員以外の者で個人情報の保護に関する学識経験のある者その他

指針に照らして適当と認められる者の意見を聴くものとする。当該特定個人情報ファイルについて、

第十一条に規定する重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 

５ 地方公共団体等は、前項の規定により意見を聴いた後に、当該評価書を個人情報保護委員会に提

出するものとする。 

６ 地方公共団体等は、前項の規定により法第二十八条第一項に規定する評価書を提出したときは、

速やかに当該評価書を公表するものとする。この場合においては、第十条第一項及び第二項の規定

を準用する。 

（重要な変更） 

第十一条 法第二十八条第一項及び第二項の個人情報保護委員会規則で定める重要な変更は、本人と

して特定個人情報ファイルに記録される個人の範囲の変更その他特定個人情報の漏えいその他の事

態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるものとする。 

（記載事項） 

第十二条 法第二十八条第一項第七号の個人情報保護委員会規則で定める事項は、特定個人情報ファ

イルの取扱いにより個人の権利利益を害する可能性のある要因とする。 

（評価書の公表） 

第十三条 法第二十八条第四項の規定による評価書の公表については、第十条第一項及び第二項の規

定を準用する。 

 

 ○特定個人情報保護評価指針 （抜粋） 

第６ 特定個人情報保護評価の実施時期  

１ 新規保有時  

行政機関の長等は、特定個人情報ファイルを新規に保有しようとする場合、原則として、当該

特定個人情報ファイルを保有する前に特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

（１）システム用ファイルを保有しようとする場合の実施時期  

規則第９条第１項の規定に基づき、プログラミング開始前の適切な時期に特定個人情報保護評

価を実施するものとする。  

（２）その他の電子ファイルを保有しようとする場合の実施時期  

事務処理の検討段階で特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

２ 新規保有時以外  

（１）基本的な考え方  

評価実施機関は、過去に特定個人情報保護評価を実施した特定個人情報ファイルを取り扱う事

務について、下記（２）又は（３）の場合には、特定個人情報保護評価を再実施するものとし、

下記（４）の場合には、再実施するよう努めるものとする。再実施に当たっては、委員会が定め

る特定個人情報保護評価書様式中の変更箇所欄に変更項目等を記載するものとする。下記（２）

から（４）まで以外の場合に特定個人情報保護評価を任意に再実施することを妨げるものではな

い。  

（２）重要な変更  

特定個人情報ファイルに対する重要な変更（規則第 11 条に規定する特定個人情報の漏えいそ

の他の事態の発生の危険性及び影響が大きい変更として指針で定めるもの）とは、重点項目評価

書又は全項目評価書の記載項目のうちこの指針の別表に定めるものについての変更とする。ただ

し、個人のプライバシー等の権利利益に影響を与え得る特定個人情報の漏えいその他の事態を発

生させるリスクを相当程度変動させるものではないと考えられる変更又は当該リスクを明らかに
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軽減させる変更は、重要な変更には当たらないものとする。この指針の別表に定めるとおり、重

大事故の発生それ自体が直ちに重要な変更に当たるものではないが、特定個人情報に関する重大

事故の発生に伴い評価実施機関がリスク対策等を見直すことが想定され、この場合は、重要な変

更に該当する。評価実施機関は、保有する特定個人情報ファイルに重要な変更を加えようとする

ときは、当該変更を加える前に、特定個人情報保護評価を再実施するものとする。 

ア システムの開発を伴う場合の実施時期 

上記１（１）に準ずるものとする。  

イ システムの開発を伴わない又はその他の電子ファイルを保有する場合の実施時期  

事務処理の変更の検討段階で特定個人情報保護評価を実施するものとする。  

（３）しきい値判断の結果の変更  

上記第５の４に定める特定個人情報保護評価書の見直しにおいて、対象人数又は取扱者数が増

加したことによりしきい値判断の結果が変わり、新たに重点項目評価又は全項目評価を実施する

ものと判断される場合、評価実施機関は、速やかに特定個人情報保護評価を再実施するものとす

る（規則第６条第２項及び第３項、第７条第２項から第６項まで、第８条及び第 14 条）。  

また、評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生によりしきい値判断の結果

が変わり、新たに重点項目評価又は全項目評価を実施するものと判断される場合、評価実施機関

は、当該特定個人情報に関する重大事故の発生後速やかに特定個人情報保護評価を再実施するも

のとする（規則第６条第２項及び第３項、第７条第２項から第６項まで、第８条及び第 14 条）。 

なお、対象人数又は取扱者数が減少したことによりしきい値判断の結果が変わり、全項目評価

から重点項目評価若しくは基礎項目評価に、又は重点項目評価から基礎項目評価に変更になった

場合については、特定個人情報保護評価書の修正として、委員会に提出した上で公表するものと

する。  

（４）一定期間経過  

評価実施機関は、規則第 15 条の規定に基づき、直近の特定個人情報保護評価書を公表してか

ら５年を経過する前に、特定個人情報保護評価を再実施するよう努めるものとする。 
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